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高齢者医療制度に関する 

Ｑ＆Ａ 

（平成２１年１１月分） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後、逐次、加除修正を行う予定 
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（問１）被用者保険の被扶養者であった被保険者については、高齢者医療確保法施行令第

１８条第１項第１号ただし書及び同条第２項第１号ただし書の規定により、恒久的に所

得割を賦課しないという解釈でよいか。 

（答） 

 被用者保険の被扶養者であった被保険者に係る所得割の賦課については、均等割の軽減

期間が２年間であることを踏まえ、今後の取扱いを検討することとしていたが、現政権に

おいて、制度を廃止するまでの間、現行の軽減措置を継続する方針とされたことから、当

該指摘の規定に基づき、所得割についても引き続き賦課しないこととする。 

 

 

（問２）保険料を滞納している被保険者について、納付相談に応じないために、その生活

状況や受診状況が把握できない場合であっても、納付相談の機会を確保する観点から、

資格証明書を交付することとしてよいか。 

（答）  

資格証明書については、高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれることのないよう、

平成２１年５月２０日保高発第０５２０００１号「後期高齢者医療制度における被保険者

資格証明書の運用に係る留意点等について」に沿って厳格に運用する必要があるところで

あり、被保険者に係る生活状況、受診状況等が把握できず、広域連合において、被保険者

が保険料を現に納付することができない特別の事情の有無を判断できない場合にあっては、

資格証明書は交付せず、短期被保険者証を繰り返し交付するなど、きめ細かな収納対策を

講じることにより適正な収納の確保に努めることとされたい。 

 

 

（問３）後期高齢者医療制度の施行前から不現住であった者については、既に相当の期間

が経過している上、件数も多いことから、郵便物返戻状況の確認等、より簡便な手続き

で職権による資格喪失処理が可能となるよう、一定の基準を示していただきたい。 

（答） 

ご指摘の場合については、国民健康保険における取扱いを原則としつつ、住基担当部局、

外国人登録担当部局、他の社会保険料、市町村民税又は水道料金に係る徴収担当部局等に

おいて、すでに現地調査を行っている場合には、改めて現地調査を行わなくとも、被保険

者資格を喪失させて差し支えない。 

なお、職権により資格喪失する際には、高齢者医療制度に関するＱ＆Ａ（３月分）問４

の回答の③の取扱いに留意されたい。 
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（問４）（障害認定）身体障害者手帳の等級により被保険者の障害の程度を判断する際の重

複障害に係る以下の取扱いについて御教示願いたい。 

 ① ４級のうち、音声機能及び言語障害並びに下肢障害（１号、３号及び４号）につい

ては認定できるが、これら以外の障害が重複することにより３級の障害者手帳が交付

されている方については認定してよいか。 

 ② 音声機能若しくは言語障害又は下肢障害（１号、３号又は４号）以外の障害が重複

し、４級の障害者手帳が交付されている方については認定してよいか。 

（答） 

①について 

高齢者医療確保法施行令別表１７号に掲げる障害の状態に該当するものとして認定して

差し支えない。 

②について 

お尋ねの場合には、重複障害により４級となっていても、各々の該当障害をみると、障

害認定の対象となる音声機能若しくは言語障害又は下肢障害（１号、３号又は４号）と同

程度の障害であるとは言い難いことから、原則として認定の対象とならない。しかしなが

ら、医師の診断書等により、これらの障害と同程度以上の障害であると認められる場合に

あっては、認定して差し支えない。 

 

 

（問５）年金記録の訂正により年金受給額が増額された被保険者に係る保険料、一部負担

金の負担割合、高額療養費の自己負担限度額等の取扱い如何。 

（答） 

年金記録の訂正により増額した又は新たに受給することとなった年金については、税法

上、「当初から正しい記録に基づき年金支給が行われた場合の本来の支払期日」に所得が発

生したものとして取り扱うこととされているため、過年度の所得が更正されれば、それに

伴って後期高齢者医療制度の保険料等（一部負担金の負担割合、高額療養費の自己負担限

度額等を含む。）も変更する取扱いとしてきたところである。 

なお、こうした取扱いについては、後期高齢者医療制度が創設される以前に、国民健康

保険制度における「年金記録の訂正により年金受給額が増額された者等に係る国民健康保

険料（税）等の変更（更正）の取扱いについて」（平成１９年１２月２８日老介発第１２２

８００１号・保国発第１２２８００２号）においてお示ししているとおりである。 
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（問６）非自発的失業者について、市町村国保においては、政令等を改正し、失業から概

ね２年の間、給与所得を 30/100 として保険料等を軽減する予定であると聞いているが、

後期高齢者医療制度における対応如何。 

（答） 

市町村国保の政令改正においては、軽減措置を全国一律で実施するために対象者に係る

認定基準を統一する必要があること等を踏まえ、雇用保険制度における特定受給資格者及

び特定理由退職者（いずれも６５歳未満の方が対象）を軽減措置の対象とすることとして

おり、６５歳以上の被保険者については対象とならないが、これらの被保険者についても、

今回の軽減措置を踏まえつつ、引き続き、条例等により個々に保険料等を減免していただ

きたいと考えている。 

後期高齢者医療制度においても、市町村国保における６５歳以上の被保険者に係る取扱

いと同様、引き続き、条例等により個々に保険料等を減免していただきたいと考えている。 
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（問７）高額介護合算療養費は、基準日における医療保険上の世帯を単位として支給額を

算定することとなっているが、基準日において、被保険者の世帯に国民健康保険の被保

険者がいる場合であって、当該後期高齢者医療の被保険者が国民健康保険の世帯主（擬

制世帯主）となっている場合には、どのように取り扱うのか。具体的に示してほしい。 

 

（答）  

基準日広域連合における取扱いは以下のとおり。 

① 基準日世帯被保険者が計算期間において国民健康保険の世帯主であった間の当該国民

健康保険の自己負担額については、当該基準日広域連合における合算の対象となる。 

② ただし、当該者が国民健康保険の世帯主であった期間において、当該国民健康保険の

被保険者でない場合（擬制世帯主）にあっては、計算期間における基準日まで継続して

当該国民健康保険の世帯主（擬制世帯主）であった期間に係る当該者の当該国民健康保

険の自己負担額については、当該基準日広域連合における合算の対象としない。 

 ※ 例えば、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる基準日世帯被保険者が、計算期間において、 

  ⅰ Ａ市国民健康保険の世帯主（擬制世帯主）であった期間があり、 

  ⅱ その後Ｂ市に転居し、Ｂ市国民健康保険の世帯主（擬制世帯主）となり、基準日を迎えた 

  場合については、ⅰの期間における国民健康保険の自己負担額は合算の対象となり、ⅱの期間にお

ける国民健康保険の自己負担額は当該基準日広域連合における合算の対象とならない。 

③ なお、②の場合であって、基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民

健康保険の被保険者が、当該基準日において国民健康保険法第６条各号（第９号及び第

１０号を除く。）に該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失すること

となるときは、当該基準日世帯被保険者の計算期間における基準日まで継続して国民健

康保険の世帯主（擬制世帯主）であった期間に係る当該者の国民健康保険の自己負担額

については、当該基準日広域連合における合算の対象となる。 

 ※ 例えば、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる基準日世帯被保険者（国民健康保険の世帯主（擬

制世帯主））について、基準日において当該世帯の国民健康保険の被保険者が７５歳に達したとき

（誕生日を迎えたとき）は、当該７５歳に達した者の国民健康保険の被保険者資格は当該７５歳到

達日（誕生日）の翌日に喪失することとなることから、当該基準日世帯被保険者は基準日まで継続

して国民健康保険の世帯主（擬制世帯主）であることとなる。この場合においては、当該基準日世

帯被保険者が基準日まで継続して当該国民健康保険の世帯主（擬制世帯主）であった間の国民健康

保険の自己負担額については、当該基準日広域連合における合算の対象となる。 

 

＜関係法令＞ 

・高齢者の医療の確保に関する法律施行令第１６条の２第１項第３号 

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第７１条の２ 
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（問８）９月分Ｑ＆Ａの問１５について、Ｂさんは基準日において世帯Ⅱに属しているが、

高額介護合算療養費に係る自己負担額の合算においては、Ｂさんの基準日世帯被保険者

はＡさんとなるのか、Ｃさんとなるのか。 

（答） 

 お尋ねの場合においては、基準日において被保険者が属する世帯の他の被保険者である

Ｃさんの自己負担額が合算の対象となる。 

 

基準日の属する月の中途（月初日を除く）に広域連合内で
転居した場合の介護合算算定基準額の取扱いについて

世
帯
構
成

世帯 Ⅰ

世帯 Ⅱ

Ａさん（一般）

Ｂさん（現役並み）

Ｃさん（一般）

Ａさん

Ｂさん
Ａさん

Ｃさん
Ｂさん

Ｃさん

６月 ７月

介護合算
算定基準
額

Ａさん 現役並み

Ｂさん 一般

Ｃさん 一般
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＜高齢者医療制度に関するＱ＆Ａ（９月分）問１５の訂正＞ 

（問１５）高額介護合算療養費の介護合算算定基準額については、被保険者等の所得等により異な

る区分を適用することとなるが、被保険者が基準日の属する月の中途（初日を除く。）に広域連

合内で転居した場合の取扱いはどうなるのか。 

（答） 

以下のとおり。 

※ 高額介護合算療養費の介護合算算定基準額については、高額療養費の自己負担限度額の取扱

いと異なり、月途中に広域連合内で転居した場合の取扱いは、月途中に広域連合を超えて転居

した場合の取扱いと同様となる。 

基準日の属する月の中途（月初日を除く）に広域連合内で
転居した場合の介護合算算定基準額の取扱いについて

世
帯
構
成

世帯 Ⅰ

世帯 Ⅱ

Ａさん（一般）

Ｂさん（現役並み）

Ｃさん（一般）

Ａさん

Ｂさん
Ａさん

Ｃさん
Ｂさん

Ｃさん

６月 ７月

世帯 Ⅲ

世帯 Ⅳ

Ｄさん（非課税）

Ｅさん（非課税）

Ｆさん（現役並み）

Ｄさん

Ｅさん
Ｄさん

Ｆさん
Ｅさん

Ｆさん

一部負担
金の割合
及び高額
療養費の
自己負担
限度額

Ａさん ３割（現役並み） ３割（現役並み）

Ｂさん ３割（現役並み） ３割（現役並み）

Ｃさん １割（一般） １割（一般）

Ｄさん １割（低Ⅱ） １割（低Ⅱ）

Ｅさん １割（低Ⅱ） １割（低Ⅱ）

Ｆさん ３割（現役並み） ３割（現役並み）

介護合算
算定基準
額

Ａさん 現役並み

Ｂさん 一般

Ｃさん 一般

Ｄさん 低Ⅱ

Ｅさん 現役並み

Ｆさん 現役並み

 

※訂正部分赤字 


